
ブラセロ・プログラム再考：

非合法移民問題の起源をめぐって

庄 司 啓 一

は じ め に

アメリカ大陸＝西半球におけるアメリカ合衆国 (以下, アメリカと略記) の南の隣国であるメ

キシコは, 1848年米墨戦争の結果締結された ｢グアダルーペ・イダルゴ｣ 条約により, メキシ

コはその領土のほぼ 2分の 1をアメリカに割譲する｡ だが, 新たな国境線が引かれた後も両国国

境ではほぼ人の自由な通行が許されていた｡ メキシコ革命の 1910年代, メキシコからは持続的

に年間数万人が入国し, 南西部を中心にメキシコ人コミュニティが相次いで形成されていった｡

そして, ヨーロッパからの移民を規制し, アジアからの移民を禁止した 1924年移民法の出身国

別移民割当制は, 西半球からの移民には適用されず, 米墨国境には国境警備隊が設置された(1)｡

ニューディール期の 30年代にはメキシコとの ｢善隣友好｣ が謳われたにもかかわらず, 不法入

国者は重罪を課され, 人種差別も相まって, ｢メキシコ人問題｣ として政治問題化した｡ そして

恐慌下の ｢スケープゴート｣ として, 30～40万ほどのメキシコ人系住民の国外退去が実施され

た｡

第二次世界大戦中の 1942年, メキシコ人契約労働者導入計画＝ ｢ブラセロ・プログラム｣ が

開始された(4)｡ これは, 1885年以来の ｢契約労働者法｣(2) の禁止を解いて, 1917年移民法の第 3

条 9項但し書きに基づき(3), 戦時協力の一環として, 国家間の行政協定として制定された｡ この

プログラムは一時的な中断をはさみ, 64年末までほぼ 22年間の長きに亘って継続され, 契約労

働者 460万人がアメリカの農場, 一部は鉄道で働いた｡ この期間中にブラセロに伴って創出され

たのが, 国家の認定を得ない ｢非合法外国人｣ (ウエットバック) であった｡ その数は契約労働

者の数を上回るほどであった｡

本稿は, 戦時の一時的な協定として開始されたブラセロ・プログラムがいかに, 都市へのメキ
・・・

シコ系住民の移住を促進し, コミュニティ内部に新たな対立と抗争を作り出しながら, 都市での

新たなメキシコ系としての人種, あるいはエスニック・アイデンティティを形成する契機となっ

たことを明らかにしたい｡ さらにメキシコ人のブラセロやウエットバックとしての南西部農場で
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の階級的体験は後に, 国境を超えての労働者の連帯, そしてネットワークの構築に重要な役割を

はたしたことを論じてみたい｡

1. 総力戦体制と労働力再編成

1�1 南西部の軍事化と人種問題の ｢フロンティア化｣

第二次世界大戦の勃発はアメリカにおける戦時体制の構築を迫った｡ 政府は軍事プロジェクト

を南部と南西部に集中し, そこでは国家権力による農地の強制収用も含む, 軍事産業への資源と

労働力の集中的配置プロジェクトが進行した(5)｡

1941年 3月, 連邦下院の通称トーラン委員会はニューディール期の失業救済を目的とする

｢困窮市民州際移住調査委員会｣ (Select Committee to Investigate the Interstate Migration of

Destitute Citizens) から, 戦時体制下の労働力の再配置を目的とする ｢国家防衛移住委員会｣

(Select Committee to Investigate National Defense Migration) と名称を変え, 軍事産業へ

の労働力の配置政策へとその性格を変化させていった｡ このトーラン委員会の提言にもとづき,

ローズベルト大統領は 1942年 4月 18日, 大統領命令 9139号により, 国務省, 司法省, 労働省,

農務省, 陸軍, 海軍を統括するニューディールの ｢農場保障局｣ (Farm Security Administra-

tion) のポール・マックナッツ (Paul V. McNutt) を議長とする ｢戦時人的資源委員会｣ (War

Manpower Commission) を設置した(6)｡ その管轄下に, 軍事部門への労働力の優先的配置政策

が取られた｡ 戦略物資となった農産物・食糧生産のため, 農業部門への労働力確保政策として,

農場主とその後継者に対する徴兵猶予, 都市住民の農村移住の促進, 女性, 学生, 子供の農場へ

の導入, さらには必要ならば戦争捕虜, 外国人労働者の導入が実施されることとなった｡ 戦時中,

全米で 120万人の農業従事者が軍役に服したばかりでなく, 軍需産業にも吸収された｡ その結果,

1939年から 1943年までに 280万人以上の農場人口が減少した(7)｡ 1940年代の初めにはじまった

蓄積過程の規模とエネルギーは, 合衆国における農業人口の絶滅を完了し, それを黒人と白人と

を問わず, おおむね都市の ｢労働力｣ に転化させ, しかもラテンアメリカから相当の規模で労働

力を輸入することによってこれを補充した(8)｡

カリフォルニア州は第二次世界大戦により最も強い影響を受けた州である｡ そこには 1940�44

年間に政府資金が 10億ドル以上投下された｡ 航空機と戦艦, 鉄鋼, 人工ゴムの生産施設が集中

したカリフォルニア州では, とくに労働力を確保することが困難であった｡ 1943年 8月に ｢戦

時生産局｣ (War Production Board) が, ロサンゼルスを最も労働力不足が深刻な ｢緊急度

No. 1｣ の地域に指定した頃には, 航空機メーカーは, もはや新規採用者の年齢や, 学歴, 家庭

状況, また労働者としての ｢質｣ をより好みできる状況ではなくなり, 働くことができる者は誰
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でも, ほとんど無条件で採用するようになったといわれる(9)｡

戦時体制下の愛国主義・ナショナリズムが高揚する中, 戦争への人種的マイノリティの協力を

取り付けるために, ローズベルト大統領が行政命令 8802号によって(10), 歴史上はじめて人種差

別反対を表明したにもかかわらず, 全国各地で人種暴動が発生した(11)｡ また, 日本軍の真珠湾攻

撃の数ヵ月後の 1942年大統領行政命令 9066号によって, アメリカ本土西海岸に居住する 12万

以上の日本人／日系人が敵性外国人として ｢軍事的必要性｣ という理由から強制退去させられ,

内陸部の強制収容所に連行された｡ また, 軍事プロジェクトは南部のシェアクロッピング制度を

崩壊させ, 南部に集中していた黒人のシェアクロッパーは農村を離れ, 南部都市ばかりでなく,

東部, 西部太平洋岸へ移住した(12)｡

第二次大戦中, カリフォルニア州の人口は急激に増加した｡ 中西部からは白人が, 南部からは

黒人と白人が, そして国境の南からはメキシコ人が大挙して太平洋岸諸州に集まり, 戦時中に立

ち退きを強制された日本人に取って替わって居住したメキシコ系, 黒人, フィリピン人との間に

対立を引き起こすことが懸念されるなど, ケアリー・マックウイリアムス (Carey McWilliams)

の言う ｢西部は人種問題のフロンティア｣ となった(13)｡

人種暴動としては, デトロイトの黒人の人種暴動が有名であるが, ロサンゼルスでは, 1943

年 6月に ｢ズート・スート暴動｣ が発生した｡ 1943年アメリカ兵の白人の若者がロサンゼルス

の市街地を集団で行進し, ズート・スートを着たメキシコ系の若者や黒人に攻撃を加え, 次第に

無差別に若者を捜し出し裸にするなどした｡ なかには映画館へ乗り込みメキシコ系の若者を映画

館から連れ出し殴る蹴るなどの暴力行為へとエスカレートしていき, ジャーナリズムが煽り立て

たことも相まって, 街全体を恐怖に陥れた戦時の白人兵士による人種暴動であった(14)｡ この暴

動は当時, 軍隊が投入され, 夜には外出禁止令が発令され, メキシコ系の若者の暴動として, 当

時はセンセイショナルに報道された｡

この暴動の報道がナチスドイツにより, アメリカにおける人種差別の例証としてメキシコ, ラ

テンアメリカ諸国の短波放送で報道されてはじめて, アメリカ政府は 1941年に設置されたアメ

リカ大陸内事案調整局 (Office of the Coordinator of Inter-American Affairs: CIAA) を通じ

てメキシコ系アメリカ人組織や教育者などとともに, 人種差別改善の努力を行なうようになった｡

メキシコ政府は前年の ｢スリーピー・ラグーン事件｣ もあり, 国内のナショナリズムの高まりも

考慮して, ｢ナチ｣ の人種差別と同様であるとアメリカ政府を強く非難した(15)｡ これは, アメリ

カの国内の人種問題がナショナルな問題であると同時に, インターナショナルな問題としての性

格を持っていることを明確に示した事件でもあった｡

第二次世界大戦下のメキシコ系コミュニティは都市化をともないながら拡大し, メキシコ系住

民の 30～40万人が軍隊に入った｡ メキシコ系住民は F.ローズベルト大統領の人種差別禁止の行
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政命令, 民族自決権の擁護, ラテンアメリカ諸国との善隣友好政策の姿勢を評価する一方, メキ

シコ系住民への社会生活上の人種差別廃止を求め, 市民権の擁護を訴える国内外での多面的活動

を強化していった(16)｡

1�2 戦時協力とブラセロ・プログラムの開始

西部・太平洋地域の農場での労働力不足は 1942年 2月, 日本人／日系人 12万人以上が ｢敵性

外国人｣ であるとして, 軍事的必要の名のもとに内陸部へ強制収容されたことでより一層深刻化

した(17)｡ ブラセロ・プログラムによって, 大量のメキシコ人契約労働者が導入されたのは, こ

のような戦時の労働力調達問題が深刻化するなか, 人種問題が全国化し, 国際的性格を強めてい

たまさにその時であった｡ 1942年 6月 1日, メキシコ政府は連合国として参戦, 枢軸国にたい

し宣戦布告した｡ その直後, アメリカ国務省はメキシコ政府と戦時の軍事協力について公式協議

を求め, 1942年 6月 15日, メキシコ駐在のアメリカ合衆国大使, ジョージ・メッサースミス

(George Messersmith) は, メキシコ政府の外務大臣エクアエル・パディラ (Ezequiel Padilla)

と会見し, 戦時軍事協力の一環としてメキシコ人労働者導入プログラムの実施を求めた(18)｡ 1942

年 7月, アメリカ農務長官クロード・ウィクカード (Cloud Wikukard) を代表とする使節団一

行がメキシコ市での ｢農業に関するアメリカ大陸会議｣ (Inter-National Conference in Agricul-

ture) に出席し, 7月 13日からメキシコ市で公式協議することに同意した｡ そして, 協議の結

果, 両国政府は 7月 23日に合意に達し, 8月 4日に外交文書が交換され, ｢国際的労働力移動に

関する協定｣, いわゆるブラセロ協定が締結された｡

このように, 1917年移民法 3条第 9項の例外規定を法的根拠として, アメリカとメキシコ両

政府の政府間行政協定として締結されたのが ｢国際的労働力移動に関する協定｣, いわゆるブラ

セロ協定である(19)｡ この協定の ｢上位の雇用者｣ はアメリカ合衆国農務省の農場保証局であり,

｢下位の雇用者｣ (sub-employer) は農場主であることが明記された｡ このように, 戦時におけ

る緊急政策としてメキシコからの農業契約労働者の導入計画が, 雇用者側代表としてのアメリカ

政府, メキシコ政府の労働者側代表として一種の ｢国家間の団体交渉｣ によって, ブラセロの賃

金・労働条件などが交渉され決定されることになった｡ メキシコ側は外務省の移動労働局が管轄

機関と決定された｡ また, その協定では契約条件のいかなる変更もメキシコ政府の承認を必要と

することも明記された｡

両国政府により締結されたブラセロ協定の大綱は次のようなものであった｡ 第一, メキシコ人

契約労働者は若年男性に限定されアメリカにて軍役に服さないこと｡ 第二, 彼らは, アメリカ国

内にていかなる人種差別もうけないこと｡ その法的な根拠は 1941年 6月 25日にホワイトハウス

で発効した ｢大統領行政命令 8802号｣ (the Executive Order No. 8802) にあること(20)｡ 第三,
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メキシコ連邦法第 29条に従い, 労働者は輸送費, 生活費, 賃金を保証されること｡ この連邦法

では外国で働くいかなるメキシコ人の契約も書面で行われ, 当該地の領事により管轄されたもの

でなくてはならないというものである｡ そして, メキシコ人契約労働者の賃金・労働条件につい

ての契約の細目は次のようなものであった｡ ①賃金はアメリカの同種の労働に従事するアメリカ

人労働者と同水準を保証すること｡ 最低賃金は時間 30セント, 契約期間 75％の仕事, あるいは

1日 3ドルの保証, ②交通費, 住宅費, 医療保障費などの雇用者負担 (日曜日を除く), ③メキ

シコ農業信用銀行に賃金の 10％を控除し, 将来の農機具購入資金に充当すること｡ その他に, 最

大 35キロの所持品を雇用者の費用で持つことができた｡ また 14才以下はブラセロとなることが

禁じられた(21)｡ だが, 組織権・ストライキ権は認められなかった(22)｡

1943�47年間, ブラセロ・プログラムの下でアメリカの 24州に 34万 7,000人の契約労働者が

導入された(23)｡ 彼らは約 3億ドル以上を稼ぎ, そのうち 1億 2,000万ドル相当を送金した｡ その

送金はメキシコ経済にとって観行, 綿花に次ぐ重要な外貨の獲得源となった｡ また, 賃金格差も

大きく, 1940年代の後半から 50年代はじめのメキシコの 1日の平均賃金は 0.38ドルから 0.69

ドルであったが, 国境の北のアメリカでは 1時間 0.25ドルから 0.50ドルであった｡ 50年になる

とブラセロ 1人の送金で平均 6人の家族を養うことができ, それをブラセロ総数に換算すると

250万人のメキシコ人の生活を支えることになる｡ この意味では, このプログラムは ｢社会の安

全弁｣ をなしたといえる(24)｡

2. アメリカの南西部農業とメキシコ農村

2�1 南西部農業の労働力

戦時期, 農村での労働人口の減少により, 農業労働者の賃金は上昇しはじめ, ｢移動労働に関

する大統領委員会報告｣ によれば, 戦時中の移動農業労働者の一日の平均賃金は工業労働者のそ

れの 44％相当となった｡ だが, 1945年にはそれは 3分の 1に低下し, 農工間の賃金格差は拡大

した(25)｡ このような賃金の低下をもたらしたのは軍需工場での賃金の上昇ばかりでなく南西部

の国境を越えて来るメキシコ人の存在が大きかった｡ 彼らは農業資本にとって ｢理想的な労働力｣

であった｡ 第 1に, 彼らはメキシコ農村に大量に存在し, しかも肉体が強靭でよく働き, 必要な

収穫時の労働契約期間が終わると ｢自然｣ に農場から去っていく｡ したがって, 農場主は彼らの

生活について責任をもつ必要がなく, しかも, 彼らの賃金はメキシコ的水準に抑えることができ

たのであり, その低賃金は農村労働者全体の賃金水準を押し下げる作用をも果たしたからである｡

第 2に, このブラセロ労働者の募集と管理は政府によって実施された｡ そのために農場主は一定

の手数料を払えば, ブラセロが農場主団体を通じて確実に確保することができたからである｡ こ
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れは, 小麦, トウモロコシなど主要な農産物については政府の補助金が拠出され, 価格と生産の

調整が実施されるように, 一種の政府によって管轄された ｢補助金付｣ 労働力と呼ぶことができ

る｡ つまり, 政府の財政支出によって支えられた外国人契約労働者の南西部農場への供給でもあっ

た｡ しかも, このブラセロは大規模農場に集中的に雇用され, 地域的にはカリフォルニア州やテ

キサス州の綿花・野菜・果実農場に集中した｡ その結果, 1945年にはカリフォルニア州はアイ

オワ州を抜いて全米第一の農産物販売州となった(26)｡

南西部農業は歴史的に, 大土地所有のもとで特殊な商業作物を大規模・集約的に経営する農場

が多く, 農場主は生活体というよりは企業体としての性格を強くもっていた｡ つまり, ｢多様な

特殊商業作物の企業的栽培｣ を目的とする企業体であり, 生活体ではない｡ ケアリー・マックウ

イリアムスのいう 『畑の中の工場』 (Factories in the Field) とは, スペイン領時代に創出され

た大土地所有制度の歴史的基盤の上に, 大規模経営に不可欠な大量の外国人移動農業労働力の存

在を前提とする, いわば, 大土地所有制度と外国人労働力の結合された資本主義的農業であ

る(27)｡

ギルバート・ゴンザレスは, 農業ビジネスと政治的利害との総体的な権力を ｢帝国のエイジェ

ンシィ｣ (the Agency of Empire) と呼んでいる(28)｡ さらに, 彼らは, ブラセロを ｢ペオン｣

(Peon)・｢オリエンタル｣ (Oriental) と捉え, アメリカの南西部を ｢国内植民地｣ と規定する｡

その上で, ｢ブラセロ・プログラムはすべての面から言って, それに引き続く移住ネットワーク

の基礎を築いた｣ と述べる(29)｡ ケアリー・マックウイリアムスは ｢カリフォルニア農業はオリ

エンタル農業であり, とくに, 農地内工業はオリエンタルとペオンの低賃金労働に依拠して築か

れた｣(30) と評した｡ かつての浮動的な移動から国家によって直接的に統括された労働力の移動を,

エルネスト・ガラルサは 『労働商人』 (Merchant of Labor) で, ブラセロ・プログラムは国境

を越えての労働力移動の国家管理政策＝ ｢管轄された移動｣ (administered migration) へと転

化と規定する(31)｡ キティ・カラヴィタ (Kitty Calavita) は 『国家の内部』 (Inside the State)

において, ブラセロをメキシコにおけるペオン＝負債奴隷と同じ, 自由な労働力ではない ｢囚わ

れの労働力｣ (captive work force) であると呼んだ(32)｡ メイ・ナイ (Mae Ngai) は, 『ありえ

ない人々』 (Impossible Subjects) において, ブラセロ・プログラムを国家の境界を越えての階

級形成＝トランスナショナルの視点から, メキシコ人契約労働者はアメリカ合衆国における一般

的・伝統的な意味での労働者階級とは異質の, その階級の外部に位置づけられる特殊な労働力で

あり, ｢輸入された植民地主義｣ (“imported colonialism”) を構成する要素であると卓越した表

現で呼んでいる｡ それは, アメリカ領土内で労働者として働きながら ｢人種化された外国人部隊｣

(racialized foreign body) として下位に位置づけられ, 法と社会的慣習により政治統治体から

排除され続けるという新たな社会的秩序を生み出したと述べる｡ このような越境は, 単に独立し
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た国家間の自由な労働力移動ではない, と論じている(33)｡

2�2 エヒード (ejido) の困窮

1940�60年間にほぼメキシコの人口は 80％も増加し, 1,980万人から 3,500万人となるが, メ

キシコ農村には生活に窮する多くの人口が累積されていった｡ 1930年代, メキシコ革命後のカ

ルディナス政権下の土地改革 (the Reparto Agrario) によりエヒードへ分配された土地は一般

的に肥沃な土地ではなく, 灌漑施設もないものがほとんどであった｡ 大土地所有のアシエンダ制

度のもとで土地をもたなかった人々に土地が配分されたが, それだけで農業を行い生活の糧を得

るというまでいかなかったものが多かった｡ 乾燥地で家族が生活するには最低 5ヘクタールの土

地だけでは家族全員が最低の生活を維持していくことさえ困難であり, それ以外に季節的賃労働

が必要であった｡

1940年に誕生したアヴィラ・カマチョ (Avila Camacho) 政権は, 前のカルディナス政権の

石油の国有化などナショナリスティックな政策と異なり, アメリカ政府と資本の要求を受け入れ,

農村の土地改革を事実上放棄し, 都市の工業化を優先する政策をとった｡ 農業は都市工業の発展

を支える部門として位置づけられた｡ 農業の近代化と称して農村では ｢緑の革命｣ による生産性

の向上が追求された(34)｡

1940年代のはじめは乾季が長く続く年が多く, 灌漑施設のないエヒードは水不足に悩まされ

た｡ 高い利子で借金をするものもあったが, 彼らは土地改革以前のアシエンダ大土地所有制度と

同じような状態, 一種のペオン, 債務奴隷化するものも増加し, その中から農村から都市へと移

動するものが続出した｡ だが, 大した技能と教育を持たない農民が都市で安定した仕事を見つけ

ることは難しく, その大半が都市の不熟練職, サービス職に低賃金で従事するしか仕方がなかっ

た｡ そのような彼らにとって, 希望は都市で金を稼いで農村に戻り, 農業で生活を立てることで

あった｡ 法律では禁じられていたが, 50年代にはエヒード間の土地の貸借が頻繁に行われるよ

うになった｡

マッセイ等はブラセロ最大の供給州であるハリスコ州アルタミラ (Altamira) での実地調査

により, 次のように述べる(35)｡ 40�50年代の国際移住は, 人々を地元での経済活動から引き離す

ことはなかった｡ それはむしろ, エヒード農民がアメリカで稼いで帰国し, その資本を農村で耕

作ぎりぎりの限界地に投下し耕作可能地に変えることで乾燥地での土地の特産性を増加させ, 農

民を続ける一つの要因となったのである｡ 大規模農場ではソイグラム, アルファルファなどの商

業作物が機械によって栽培されたが, トウモロコシ, インゲン豆など伝統的な主食栽培では機械

化が進まず, エヒード農民の家族労働に依存していた｡ この大農場での機械化の進展は貧しいエ

ヒード農民の農村での季節賃労働の機会を奪うこととなった｡ と同時に, それはエヒード農民の
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家族生活維持を困難とさせ, 調査地域となったアメタミラでは, 1960�70年間にエヒード農民が

保有する乾燥地が 4,127ヘクタールから 2,226ヘクタールと減った｡ メキシコ人にとって, 家族

の生活のために国境を越えることは自然の行為であった｡ そして, ブラセロもウエットバックも

単に書類所持の有無の違いだけであり, 事実, マッセー等は, 40年代の後半となるとブラセロ

の増加に伴い, 不法に国境を超えるウエットバックも急増したことを明らかにしている｡

3. ブラセロ・プログラムの ｢危機｣

3�1 ウエットバックのブラセロ化

ブラセロ・プログラムは戦時協力を理由に開始されたが, 両国間の協定にも明記されたように,

メキシコ政府はアメリカ国内における人種差別の存在に懸念を示していた｡ そして, メキシコ政

府はアメリカ南部における公共の場所での ｢白人のみ｣ など人種差別が存在するとの理由で, 戦

時のテキサス, アーカンソー, ミズーリ州などへのブラセロの供給を認めなかった(36)｡ だがテ

キサス州を中心に南部では, 農場主はブラセロの代わりに, 政府の規制を受けない非合法外国人

労働者＝ウエットバックを好んで雇用した｡ この意味では南部の人種差別の存在がウエットバッ

クを生み出したともいえる｡

第二次世界大戦の終結にともなって, アメリカ国務省は 1946年 11月 15日, 9ヵ月後にブラ

セロ協定を廃止することを提案する｡ アメリカ政府はこのプログラムを二国間の行政協定として

ではなく, 一般的な移民法に基づいて実施していくことを望んでいたのである｡ だが, メキシコ

政府はこの提案を受け入れず, 政府間の行政協定として継続することを主張した｡ そのように戦

時のブラセロプログラムの継続か, 廃止かをめぐって両国政府の合意がなされないまま, アメリ

カ政府が一方的に, 1947年 4月に PL 40号に基づき ｢戦時農業労働計画｣ (Emergency Farm

Labor Program) を廃止した｡ そのためメキシコ人の導入は 1917年の移民法に依拠して継続さ

れることとなり, 管轄機関も労働省へと移った｡ そして, 政府の統制力が弱まる中, 農場主は直

接にメキシコ人を雇用し始めた｡ なぜなら当時農場主は労働省からの労働力不足の証明書さえ入

手できれば, メキシコ人をほぼ無制限に雇用できるような状態であったからだ｡ その結果, 国境

付近には多数のメキシコ人が集合し, それらのメキシコ人が大挙してアメリカへ入国する事態が

発生し, その取り扱いをめぐって両国政府は新たな方策を模索していた(37)｡

その後, 農場主団体はアメリカ内にすでにいる不法滞在者を合法的にブラセロとして雇用する

ことが可能となった｡ その結果, 戦時中にブラセロが供給されずウエットバックが集中したテキ

サス州では, 5万 5,000人以上の不法入国・滞在者が合法化＝ブラセロ化された｡ このように農

場主と雇用契約を結んだものは, 国家のお墨付きがなくともブラセロとして合法的に南西部の農
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場で働くことができるという措置は, 大勢の仕事を求めるメキシコ人を国境付近に呼びよせるこ

ととなり, 1948年 10月には ｢エル・パソ事件｣ を引き起こす誘因となった(38)｡ これは, 賃金水

準をめぐって両国政府が対立し, 妥結の道筋も見えなかったために, メキシコ政府は一方的に国

境を閉鎖した｡ だがアメリカ政府の方はメキシコ人の自由な国境の通交を許可する状態におき,

収穫期を間近にした農場主がメキシコ人の募集をかけたため国境を越えて多数のメキシコ人がア

メリカ領土へ流れ込んだという事件であった｡ この事件に激怒したメキシコ政府は, 事件直後に

暫定協定の一方的破棄を通告した｡ アメリカ連邦政府はこの事件に対して遺憾の意を表明し, 善

隣友好の立場から ｢ブラセロ・プログラムが引き続き継続されることは, アメリカ政府の外交政

策の目的に貢献するであろう｣ という声明を発表し, メキシコ政府はその謝罪を受け入れた｡ そ

の上で 1949年 7月に両国間に新しい協定が結ばれた｡ この協定においてメキシコ政府が主張し

たのが, 政府の強い介入なしにはメキシコ人労働者が低賃金と人種差別に晒される懸念があるた

め, 両国政府が戦時のように雇用関係に直接的に介入しなければならないというものであった｡

当時のメキシコ政府は, 戦後の近代化政策のなかで, メキシコ農村に大量に累積される不安定な

就業者や貧困人口の存在が社会・政治問題化することを警戒していた｡ また, メキシコでの組織

労働などブラセロ・プログラムに反対する団体はメキシコ経済がこれまで以上にアメリカに依存・

従属することへの懸念を表明した(39)｡ これに対して, アメリカ政府は, ブラセロ・プログラム

を継続に反対する労働組合, 公民権団体, メキシコ系アメリカ人団体からの批判にどのように対

処するかを迫られていた｡

このように両国間政府は自国の内部に反対勢力を抱え込みながら, その対応策として, アメリ

カ政府がメキシコ政府の要求を受け入れる形で, 両国政府はウエットバックを政府の統制下にお

くこと, つまり, ウエットバックを合法化＝ブラセロ化させるということで合意した｡ つまり,

不法に入国したものであっても, 農場主と雇用契約をすでに結んだメキシコ人は誰でも合法的に

アメリカで農業労働に従事できるという主旨であった｡ だが結果は予想されたように, ウエット

バックの往来は一向に減らず, さらに増大させるだけであった｡ 大統領報告は次のように述べて

いる｡ ｢1947～49年間にメキシコ内地から 7万 4,600人が契約により調達され, 14万 2,200人の

すでに入国した不法滞在者が農場主との契約の下に合法化された｡ だが 1950年にもウエットバッ

クの合法化が起ったにもかかわらず, ウエットバックの通交は減少していない｣(40)｡

両国政府は, ウエットバックを合法化させて国家の管轄下におき, 雇用者と被雇用者間の直接

の労働力売買を規制しようとした｡ アメリカ農場主の低廉な外国人季節労働力ヘの渇望は強く,

アメリカの農場主はメキシコ農村の伝統的な社会の崩壊から生み出される不断の過剰人口を合

法/非合法を問わず貪欲に吸収し, 新たな搾取材料とした｡
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3�2 農業労働者の闘いとブラセロ・ウエットバック

農業労働者組合は, 賃上げと団体交渉の承認などを求めて, 一部のブラセロ・ウエットバック

を巻き込んでストライキを決行した(41)｡ 1947年 10月にはカリフォルニア州のアグリビジネスの

代表格たる ｢ディジョージィオー・フルーツ会社｣ (DiGiorgio Fruit Corporation) において,

｢全国農業労働組合｣ (The National Farm Labor Union) の 218支部が労働者の賃金の削減に

反対し, 労働条件の改善や団体交渉を求めてストライキを敢行した｡ この労働者はメキシコ系,

｢オーキー｣(42), フィリピン人からなっていた(43)｡ この支部には 1947年 8月の時点で 1,200人の公

式組合員がいた｡ この組合の指導者は 1930年代の農業労働運動の経験をもち, かつての南部の

シェアクロッパー出身者からなっていた｡ この農場は黒人労働者を一人も雇用しなかった｡ 同会

社の 1万 1,000エーカーのアービン農場にはすでに 130人のブラセロと 70人程のウエットバッ

クが雇用されていた｡ 彼らも最初はストライキに参加する意志を示した｡ しかし, 会社は農務省・

司法省など政府機関の力によってブラセロとウエットバックを農場に引き戻した｡ メキシコ政府

はこの事態に対して, アメリカ政府が解決すべき国内問題だという態度をとった｡ この間に, 会

社はスト破りとして 800人のメキシコ人を導入してストライキを粉砕しようとした｡ しかし, こ

のストライキは長期化し, 次第に議会の公聴会の影響などにより政治的・全国的性格を帯びつつ

1950年 5月 9日まで続いた｡ メキシコ人がスト破りに導入されたという批判に対し, 一部の農場

主はブラセロやウエットバックとの契約を破棄することで対処した｡ その結果, 解雇されたメキ

シコ人労働者の多くは, 契約を失った不法外国人として移民局に逮捕された｡ このように, スト

ライキの最も重要な時期, ストライキに参加しようとした合法・非合法のメキシコ人労働者を外

国人労働者としてストライキから国家が隔離し, 必要ならばストライキ破りとして農場へ送り込

み, 不必要となった際には強制的に移民局の管理下にある収容所へ送り込んだのである｡ つまり,

国家権力はウエットバックを強制送還によって脅迫し, 契約外国人労働者であるブラセロを国家

間の協定によって強力に統制したのである｡ 換言すれば, 国家権力は組織された労働者の権利で

あるストライキに外国人労働者を介入させることによって農場主の利益を守ったのである(43)｡

国境を越えるメキシコ人にとって, ブラセロとなるか, あるいはウエットバックとなるかは, 単

に書類を持つか, 否かの問題であり, その供給源となる社会経済的背景は同じであり, しばしば

同一家族内にもブラセロとウエットバックが併存した｡ そのために, ブラセロ・プログラムが制度

化された 1951年以降も, ウエットバックの数は一時的には減少したが, むしろその後はブラセロ

の増加につれて増加していった｡ 戦後になると, ウエットバックの数はブラセロを超え, 1949年

ブラセロ 10万 7,000人に対してウエットバックは 27万 8,500人であった｡ 1953年にはブラセロは

20万 1,380人に増加したのに対して, ウエットバックは実に 87万 5,318人にも急増した(44)｡
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4. ブラセロ・プログラムの制度化

PL 78号の制定に先立ち提出されたのが ｢移動労働にかんする大統領委員会報告｣ である｡ 国

内での移動農業労働者の貧困と外国人契約農業労働者の導入について国民の関心と批判が強まり,

それへの対応として, トルーマン大統領は行政命令 10129号により 1950年 6月に委員会を設置

した｡ その委員会の活動は, 全国的な公聴会を基本として移動労働者に関する包括的な実態調査

を実施し, 国内の移動労働者を生み出すメカニズムを分析し, さらに外国人契約労働者導入が国

内の移動労働者へどのような影響を与えるかを調査したものである｡ とくに報告書は, 移動労働

者は住居が流動的なため, 市民的権利が事実上剥奪され, 児童労働や健康上の問題など教育や社

会的権利についても侵害されていること, そして一般の市民コミュニティから, 一種の隔離状態

にあると述べている｡ その上で, 移動労働者には, 団結権, 団体交渉権, 社会保障の権利などニュー

ディール政策により与えられた労働者としての当然の権利が与えられていないこと, また労働請

負人が労働者の非人間的扱いをしていることなどを批判している｡ つまり, 移動労働者は, アメ

リカ人の一般的労働者とは異なる社会・経済状態に置かれていることを指摘しているのである｡

また, 戦後の外国人契約労働者導入計画は, 国内の移動労働者の賃金と労働条件を押し下げて

いること, メキシコ人のウエットバックは自由な労働力ではなく, 国外への強制送還の恐怖に怯

えながら, メキシコの負債奴隷制＝ペオナージと同様に, 農場主によって ｢囚われの身｣ に置か

れていると告発し, ブラセロ・プログラムを強く批判している(45)｡ また, 農業における綿花栽

培の機械化の前進は一般に言う労働者の削減をもたらすのではなく, シェアクロッパーから季節

賃金労働者への転換と季節労働者需要の増加, 年間を通じて農業労働に従事していた年雇い労働

者の移動労働者化を促進していると機械化の影響を分析している｡ このプログラムが不法入国者

の増加を起こす原因であると指摘しながら, メキシコ人は季節労働に不可欠の労働力を提供して

いると結論し, そのために, 外国人労働者は国内労働者を補完するものとして南西部農業にとっ

て必要であり, したがって, ブラセロ・プログラムは今後も継続すべきであると提言した(46)｡

この報告に対する批判も出た｡ 農業団体はプログラムの継続には賛意を示しながら, 都市住民

や労働組合などの主導によるニューディール政策以来の ｢農場保障局｣ の路線に沿ったものとか,

調査分析の論拠が十分でないという理由で報告書を批判した(47)｡ もちろん農場主たちは, アメ

リカ国内の農業労働者がニューディール政策の ｢全国労働関係法｣ (National Labor Relation

Act) の制度の枠外, つまり, ｢忘れられた労働者｣ であることは当然知っていたはずであ
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る(48)｡ また, アメリカ政府の司法省, 労働省, 国務省も調査結果とその提案の支持を表明したが,

それぞれの省の思惑は異なっていた｡ 国務省は強硬な手段をとることには外交上慎重であるべき

だとか, また司法省は移民法による取締りの実効性については懐疑的であった｡ 国内労働者の擁

護に権限をもつ労働省さえ, 国務省に賛同してウエットバックへの行政的罰則の行使は生産的で

はないという意見を表明した｡ さらに連邦議会においても, 罰則的法律を施行することは得策で

はないという声が強かった(49)｡

これに対して, メキシコ系の公民権団体, 移民擁護団体, 労働組合, 宗教団体, 社会改革団体,

リベラルなどもブラセロ・プログラムの継続に反対した(50)｡ だが, これらの団体間の反対意見

はさまざまであり, 組織的な反対運動は弱かった｡ というのも, 1940年代から 1950年代初頭,

反共・反外国人のイデオロギーが国民の大半を捉えるなか, 国民の多くは, ブラセロやウエット

バック問題は南西部のローカルな外国人問題だと考えていたからである(51)｡

4�2 朝鮮戦争の勃発と公法 78号

ブラセロ・プログラムをめぐる政府の政策への様々な議論が行われている最中, 朝鮮戦争が勃

発した(53)｡ 朝鮮戦争中の 1951年 2月 27日, 後に公法 78号となる法案 (S. 984) が下院農業委

員会のホワイト・ポージ民主党議員 (White R. Poage) と上院農業委員会議長のアレン・エレ

ンダー議員 (Allen J. Ellendar) というテキサス州とルイジアナ州選出の南部有力民主党議員に

より提出された(54)｡ 農業委員会へ提出されたこの法案の趣旨は, まず, 第一に, 友好国メキシ

コヘ仕事を提供すること, 第二に, アメリカ市民の生活水準を擁護すること, 第三に, メキシコ

人の人権擁護と説明された｡ そしてトルーマン政権下の第 82議会で 7月 12日, 1949年農業法

の修正＝ ｢公法 78号｣ (PL 78) として議会を通過した｡

このように, 朝鮮戦争時という緊急時, PL 78号は農業法の修正として制定され, 2年間の時

限立法として国家の管轄のもとにブラセロ・プログラムは続くことになった｡ R. クレイグによ

れば, 朝鮮戦争なしに, ブラセロ・プログラムの制度化は不可能だった(55)｡ メキシコ人契約労

働者を政府の直接管理のもとに置くというメキシコ政府の要望を取り入れながら, 朝鮮戦争中の

1951年 8月 2日, アメリカ政府とメキシコ政府は隣国としての友好関係を強調し, 新たな移動

労働者協定を締結した｡ その協定では, 第一, 政府の監視下で国内農業労働者の保護が図られ,

外国人契約労働者の導入がアメリカの国内労働者に悪影響を与えないこと, 第二, メキシコ人労

働者に対する賃金差別を禁止し, アメリカでの標準的賃金が支払われることなどが書き込まれ

た(56)｡

アイゼンハワー政権は基本的にブラセロ・プログラムを継続することを承認し, その後も議会

での強い反対もないまま更新を繰り返して 64年の末までつづくことになった(57)｡ その背景には,
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冷戦下アメリカのメキシコとの善隣友好という外交的配慮があったといわれる｡ カルヴィータに

よれば, メキシコ政府への外交的配慮も, 朝鮮戦争が終わると農場主の契約違反が続出し, 国務

省の姿勢もメキシコ政府に対して強硬となっていった｡ だが, その一方で, アメリカ政府はラテ

ンアメリカでの反米ナショナリズムの高まり, グアテマラでの共産主義勢力の台頭などを憂慮し

ながら, メキシコ政府への協力を要請した｡ だが, メキシコ政府も簡単には譲歩しなかった(58)｡

それとともに, 農業ブロックといわれる強い政治的圧力団体の存在があった｡ 中西部と南西部の

農業地帯の農場主団体は, 農産物価格支持とメキシコ人契約労働者導入という主要問題において,

アメリカン・ファーム・ビューロー (the American Farm Bureau) 内部での利害を一致させ,

農場主団体ナショナル・グレンジ (National Grange) や鉄道会社のサンタフェ鉄道, サザン・

パシフィックとともに農業ブロックを形成し, ブラセロ計画を支持した(59)｡ アメリカン・ファー

ム・ビューローは当時 145万人の会員からなる強力な団体であり, その会員の半分以上は中西部

の農業地帯であった｡ AFBは 1930年代のニューディール政策の下, 農業労働者に社会的規制を

行うことに反対し, カリフォルニア州では ｢農村のファシズム｣(60), あるいは ｢ピンカートン｣

と呼ばれたアソシエイティド・ファーマー (Associated Farmer) の設立を援助した(61)｡

他方, 朝鮮戦争直後の不況の中, 農産物の過剰生産と価格の低落のなかで国家の強力な国家的

統制を主張する ｢ブラナン・プラン｣ が敗北し, その弾力的な統制を法制化した農業法が制定さ

れた｡ そして戦略物資としての農産物の意義が再び高く叫ばれ, 1954年には農産物輸出が冷戦

下の国家戦略と密接に結びついている事を承認した ｢公法 480号｣ (農業貿易振興援助法) が制

定された｡ 南西部の農場主団体は穀物, 飼料など外国への戦略的輸出と主要農産物の連邦政府に

よる生産調整＝価格支持政策を支持することでその ｢お礼｣ をしたといわれる(62)｡

5�1 マッカラン・ウォルター法

朝鮮戦争の勃発後, 南西部への膨大な連邦資金が航空宇宙産業を中心に投下された｡ そして,

1958年, カリフォルニア州は原子力委員会, 国防省, 航空宇宙局 (NASA) などの主契約にお

いて全米第一位の 22％を獲得し, ミサイル, エレクトロニクス, 通信, 事務機など, 冷戦下の

軍事戦略の要である航空宇宙・防衛産業の拠点となる(63)｡

1950年, 連邦議会は共産主義者, ファシストなど国家転覆を企てるものの排除と強制送還な

どを含む ｢国内治安法 (通称, マッカラン法)｣ (Internal Security Act) を大統領の拒否権を

覆して可決した(64)｡ その同じネバダ州選出のパトリック・マッカラン民主党上院議員, ペンシ

ルベニア州選出フランシス・ウォルター民主党下院議員により提出された 1952年移民・帰化法
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(ウォルター・マッカラン法) はまた, トルーマン大統領の拒否権発動を乗り越えて, 1952年 6

月 27日に制定された(65)｡ このような一連の反共法が制定される中, 1952年移民・帰化法は,

1924年移民法における人種・民族差別的条項を基本的に維持しながら, アジア圏という移民禁

止区域 (アジア太平洋三角地帯) からの移民を例外的に認めた｡ この移民法は 1920年代の移民

法において, ｢帰化不能外国人｣ と規定され, 市民権取得の道が閉ざされたアジア圏からの移民

に対し, 厳しい量的制限を課したが全世界の国民にアメリカ市民権獲得の道を開いたのであ

る(66)｡ だが, 1924年移民法と同様に, 西半球住民に対して移民の上限を設けなかった｡

マッカーシズムの強い影響下に制定された 52年移民法は, 新たに移民の選抜基準に思想や信

条を加え, 共産主義者やその同調者の移民禁止・制限条項を含んでいた｡ この条項についてリベ

ラル派と保守派に大きな違いはなかった｡ また, この移民法の提案者の一人であるパトリック・

マッカラン議員はブラセロ・プログラムとの関係について, メキシコ共和国からの短期契約労働

者には ｢危険な外国人｣ に該当せず, イデオロギー問題もなく, むしろメキシコ農村での共産主

義の浸透を防止するのにこのプログラムが役立っていると述べ, ブラセロ・プログラムがこの移

民法によって何らの制約をうけることはないと説明している(67)｡ さらに, 彼はウエットバック

の方がブラセロより農場主にとり利用しやすいとさえ述べている(68)｡ また, 反共・反外国人の

立場を鮮明にしてきたミシシッピー州選出の上院議員ジェームス・イーストランド (James

Eastland) は大規模綿花農場主であり, 南部公民権運動に対し, 共産主義者の陰謀だとして徹

底的な弾圧を図った中心的人物の一人であった(69)｡ 彼は国別移民割当制度の維持と移民制限を

強く主張し, ヨーロッパからの難民受け入れについても否定的姿勢を取っていた｡ だが, メキシ

コからの契約労働者や不法入国者となると一変して, 非常に寛大であった｡ つまり, 移民制限論

を唱える上院の有力議員がブラセロ・ウエットバックの導入問題となると途端に, 外国人の不法

労働者を雇用する農場主への雇用者制裁に反対し, 不法入国したメキシコ人を気遣い, 農場主や

メキシコ人の立場を考慮する ｢人道主義者｣ へ変身するのである(70)｡ 地域的には, 北東部と中

西部の連邦議員は反ウエットバック規制強化に賛成し, 西部と南部の議員はウエットバックの規

制に寛大であった(71)｡

5�2 ウエットバック作戦 (Operation Wetback)

1930年代の大恐慌期と異なり, 1950年代の強制送還の時期は経済的には好況期であった｡ そ

れにもかかわらず, 1953�57年の 4年間で延べ 300万を越えるメキシコ人が逮捕され強制送還さ

れることとなった｡ この時期には多くの組合, コミュニティ指導者などが反アメリカ的活動者と

して FBIなどの捜査をうけた｡

1954年 6月, ブラセロ・プログラムによってメキシコ人契約労働者が導入されているその最

ブラセロ・プログラム再考48



中に, 南西部を中心に不法入国・滞在外国人の逮捕と送還作戦, ｢ウエットバック作戦｣ (Opera-

tion Wetback) が国境警備隊を総動員して決行された｡ まず, カリフォルニア州とアリゾナ州

の農場でウエットバックの一斉逮捕が国民とメディア注視のもとで実施され, 後に内陸部の都市

へとその作戦を拡大していき, 移民局は 7月下旬までに 100万人を超えるメキシコ人が逮捕され

たと報じられた(72)｡ 軍事作戦の名を冠したこの作戦を指揮したのが, アイゼンハワー大統領の

ウエストポイントのクラスメイト, 元陸軍大将のジョセフ・スイング (Joseph Swing) であっ

た｡

冷戦下のマッカーシズムの熱狂のもと, 国民一般の共産主義者や外国人への迫害と敵意が増幅

され, それらがウエットバックに一挙に向けられる異常な状況が生み出されていた｡ ウエットバッ

クは, 社会・法制度が機能不全に陥っている具体的証拠であるとして, 連邦議会ではリベラル,

保守を問わず不法外国人＝共産主義者の告発や召還が実行され, マスコミの一大キャンペーンの

もとで一種の政治的パフォーマンスとしてメキシコ系住民の大量逮捕と強制送還が実施されたた

め, ｢ウエットバック｣ ＝メキシコ系住民＝外国人というイメージが一般の国民に間に広がるよ

うになった(73)｡ 『ニューヨーク・タイムス』 は ｢赤の侵入｣, ｢ウエットバックは今日の奴隷｣,

｢マッカランの移民｣ などの記事を掲載した(74)｡ さらに, ウエットバックは農業ばかりでなく,

工業にも進出しており, 農村から全米の都市へと拡散しているとも警告した｡

メキシコ国内ではこのようなアメリカ政府による ｢軍事作戦｣ によるメキシコ人の逮捕・退去

作戦は批判を巻き起こした｡ とくに, 司法長官のハーバート・ブロンネル (Herbert Brownell)

の当初のプランでは陸軍の投入の可能性も検討していたことが報道されたときには, メキシコ市

ではアメリカへの大規模な民衆の抗議行動が起こった(75)｡

共産主義の脅威を煽るマッカーシズムに呼応したウエットバック作戦は, 冷戦下の外国人に対

する恐怖心を掻き立て, ウエットバック問題を南西部の地域的問題から全国的問題へと拡大させ

る｡ と同時に, 南西部のアグリビジネスの力を強め, 南部と西部の農業ブロックを強化するのに

貢献した(76)｡ つまり, ウエットバック作戦はウエットバックからブラセロへの転換を進めたば

かりでなく, 政府機関の後押しにより農場主団体を強化し, 農場主の労働者支配をより強化する

ことに役だったと言える(77)｡ 事実, ウェットバック作戦の過程で農場主団体が強化され, 移民

局長官のスイングはウエットバックを雇用する農場を罰するのではなく, 農場主団体への加盟を

勧めた｡ その結果, 1959年までに, カリフォルニアの 11,629のブラセロを雇用する農場主の 99

％が農場主団体に加盟するまでになった(78)｡ ウエットバック作戦は, 国家の統括下のブラセロ・

プログラムを確立させ, 50年代半ば以降アメリカ南西部の農場に導入されたブラセロの数は年

間 30～40万人近くに達し, 季節労働力の過半を占めるまでになった｡
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6. メキシコ系住民のコミュニティ

ブラセロ・プログラムが続いたほぼ 1940年から 1960年の間に, メキシコ系住民人口は 250万

人から 500万人へと倍増した｡ ブラセロやウエットバックの大半は農村に導入されたが, このプ

ログラムを契機にメキシコ系住民のなかには都市へ移動するものが増加し, 60年代にはその大

半は都市のバリオに居住することになった｡ とくにマッカラン・ウォルター法とウエットバック

作戦は, メキシコ系住民のコミュニティのなかに国籍, 市民権, 合法・非合法移民の権利を再検

討する契機ともなった｡ メキシコ系アメリカ人はメキシコ人の絶えざる流入により, 絶えず自ら

のアイデンティティの再確認を余儀なくされた｡

1954年は黒人の公民権運動にとって画期的判決である ｢ブラウン判決｣ がでた年でもある

が(79), マッカーシズムが最高潮を迎えた時期でもあった｡ メキシコ系の主要な団体はメキシコ系

の市民的権利がメキシコ人移民問題と密接に関連していることを再認識し, なかには国家の安全

保障や移民政策を批判するメキシコ系住民も増加した｡ とくに安全保障法とマッカラン法の制定

に対し, 冷戦下での共産主義者への必要な措置として基本的に支持したが, 主要なメキシコ系団

体は国境の規制, 外国人の取り締まりの強化がメキシコ系コミュニティに対して特別に暴力的・

抑圧的であるという批判を強めていった(80)｡ 1954年のウエットバック作戦はメキシコ系住民と

そのコミュニティに大きな影響を与えたばかりでなく, 国民の多くにブラセロ・プログラムの存

在を知らせることになった｡ このウエットバック作戦の強行は, 南西部のローカルな問題, 一部

の外国人問題であると考えられてきたウエットバック問題が実は国民全体の市民権問題, 人権問

題であり, とくに南部黒人の公民権運動とも連動し, メキシコ系アメリカ人の市民権改革運動と

密接に繋がった重要な政治問題であることも明らかにされていく契機ともなった(81)｡

6�1 ラテンアメリカ系市民統一同盟とアメリカ GIフォーラム

メキシコ系の主要な市民権擁護団体はウエットバック作戦を支持した｡ たとえば, メキシコ系

のなかで最大でもっとも一般に知られていたのが ｢ラテンアメリカ系市民統一同盟｣ (the

United Latin American Citizens’ League: LULAC, ルーラック) と ｢アメリカ人 GIフォーラ

ム｣ (the American G. I. Forum) であるが(82), それらはともに, アメリカ市民権をもつ者に限

定した市民権擁護団体である｡ これらのメキシコ系アメリカ人の団体はウエットバック＝ ｢共産

主義者の侵入｣ など, 冷戦下の国民的イデオロギーに呼応した動きを取った｡ そのなかでもっと

も興味深い運動を展開したのがルーラックであった(83)｡ それは 1929年の設立以来, メキシコ系

アメリカ人の市民権の擁護と政治・社会的地位の向上, 同化主義と愛国心により社会の主流への
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参加と同化を目指して活動を続け, 伝統的に政治的には穏健な団体である｡ ルーラックは永住権

保持者の市民権の取得を奨励したが, 団体への入会資格はメキシコ系のアメリカ市民権保持者に

限定してメキシコ人の入会は認めなかった｡ 人種に関して, ルーラックは自らを ｢白人｣ である

という立場を取った(84)｡ つまり, ルーラックはその設立以来, 市民権保持者と外国人, そして

人種の境界線をしっかりと引いてきたのである｡ ルーラックはメキシコからの大量のブラセロや

不法入国者の流入はメキシコ系アメリカ人の市民権改革運動や経済的地位の向上にとってマイナ

スであるという理由で, ブラセロ計画の継続に強く反対し, 移民法の規制強化に支持を表明して

きた(85)｡

だが, ルーラックにも従来の移民規制強化支持の姿勢に変化があらわれた｡ 1953年 6月, ルー

ラックのアルバカーキーでの第 24 回年次大会において, 会長アルバート・アルメンダリス

(Alberto Almendar�z) は国民統合と民族的アイデンティティの関係について, アメリカ的生活

様式と自らの文化・伝統に対する尊敬は矛盾せず, 移民の絶えざる流入はメキシコ系コミュニティ

を豊かにすると主張し, メキシコ系アメリカ人とメキシコ人移民との関係の改善を訴える演説を

行なった(86)｡ このような主張は過去に前例のないことであった｡ その背景には, ルーラックの

メンバーの中にメキシコ人への移民局の強引な姿勢と取締りに憂慮の念が表明され, ブラセロや

ウエットバックの流入で利益をえているのは低賃金で彼らを使う雇用主のみであり, メキシコ人

はその被害者であるという意見, さらにメキシコ人は民族的文化と伝統を同じくする ｢われわれ｣

の仲間であるというエスニック・アイデンティティを主張するものが増加していったことがあっ

た｡ そればかりでなく, メキシコ系アメリカ人の家族や親戚のなかに多数の不法メキシコ人が含

まれており, メキシコ系住民にとってメキシコ人の強制送還は身近な家族問題であったからであ

る(87)｡

もう一つのアメリカン GIフォーラム (the American G. I. Forum) は退役軍人からなり, 少

しの改革要求でも ｢非アメリカ的｣ だとレッテルを貼られる中, 会員はアメリカへの愛国主義と

同化主義的傾向が強く, 活動はテキサス州が中心であったが, 1950年代の初期にはメキシコ系

アメリカ人の権利擁護団体の中でもっとも有効な団体であると認められるようになった｡ そして,

人種隔離反対運動とともに, 移民問題をメキシコ系アメリカ人にとって重要な政治・社会問題で

あると考えていた数少ない団体の一つであった｡ GIフォーラムは政府とビジネス界がメキシコ

人労働者の導入を奨励する施策を取っているとして批判し, さらに, 1953年には連邦議会で議

論されていた移民の取り締まり強化と外国人を匿ったりする者へのペナルティを課すこと, 外国

人の輸送に使用された自動車の没収など, 不法外国人を雇用した者への罰則などを提案した(88)｡

ブラセロについても, 農業労働力不足を認めつつも, 国内のメキシコ系労働者に悪影響がある場

合にはブラセロの雇用は禁止すべきであると主張した｡ つまり, このプログラムは国が農場主の
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利害に従い, 国内の労働者の賃金を押し下げて農場から追いやり, メキシコ人に仕事を与える政

策であること, つまり, それはアメリカ人労働者やメキシコ系アメリカ人の犠牲の上に行われて

いるのであると批判した｡ さらに, GIフォーラムは 1957年に国境を越えて働きに来るコミュー

ターの規制とアジアからの ｢オリエンタル｣ 労働の禁止を訴えた｡ 事実, 日本人の短期農業労働

者が研修の名のもとに ｢短農｣ と呼ばれて導入されていた｡ 1956年に公法 414号にもとづいて,

1,000人の日本人短農が導入され, 1959年にはその数は 1,356人へと増加した(89)｡

6�2 ｢コミュニティサービス協会｣ (CSO) と ｢全米メキシコ系アメリカ人協会｣ (ANMA)

少数ではあったが一部のメキシコ系市民, 労働団体はメキシコ人の排除には向かわず, 彼らと

の対話と共生の道を模索する団体もあった｡ エドワード・ロイバル (Edward Roybal) を議会

へ送る政治運動を通じて 1947年に設立されたコミュニティサービス協会 (the Community

Service Organization: CSO) である｡ 1950年代を通じ, CSOではブラセロ・プログラムの廃

止を求める活動が行われた｡ だが同時に, CSOは移民法上の地位にかかわらず, 非アメリカ市

民への援助活動も実施した｡ とくに, 永住権保持者の市民権取得を促し, コミュニティでの活動

に参加を促す運動を展開した(90)｡ この意味では, CSOは移民とメキシコ系との大きな裂け目を

縮める役を果たし, メキシコ人とメキシコ系の市民的権利の向上に重要な役割を果たした｡ 事実

この組織は, 後に農業労働者の組織化とメキシコ系の市民権運動に重要な役割を果たすセサール・

チャヴェス (C�ezar Ch�avez) を活動家として育てた組織でもある(91)｡

また, 国境を越えての同じ働く仲間として階級的な団結を説き, 市民権有無に関わらず人権の

擁護を訴えるメキシコ系組織も存在した｡ 社会・労働運動の高揚期には ｢産業別組織委員会｣

(CIO) に所属する産業別労働組合は市民権の保持に関係なく, 労働者の組織化を進めた｡ コミュ

ニティでは ｢スペイン語系住民会議｣ (El Congreso del Pueblo de Habla Espa�nola, Congress

of Spanish-Speaking Peoples) などを代表とする組織がメキシコ系の公民権の擁護と移民の権

利擁護のために闘った｡ メキシコ系のバート・コロナ (Bert Corona) は労働組合ばかりでなく,

コミュニティでの活動家として精力的にメキシコ人・メキシコ系の公民権の向上と労働者として

の権利擁護のために長い間闘ってきた｡ 彼は, 1930年代の当時からメキシコ系の公民権がメキ

シコ人移民と密接に結びついていることを認識していた数少ない活動家の一人であった(92)｡

1940年代後期, 冷戦ヒステェリアが高まり, ほとんどの社会労働運動が押さえ込まれている

状況下, ｢鉱山・選鉱・精錬労働者国際組合｣ (the International Union of Mine, Mill and

Smelter Workers: Mine-Mill) によって組織され(93), 1949年ウォレス支持の運動を基礎として,

ほとんどが組織労働者からなる ｢全米メキシコ系アメリカ人協会｣ (Asociaci�on Nacional M�ex-

ico-Americana: ANMA) は, アメリカ生まれとメキシコ生まれの間の区別をせず, 他の被抑圧
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民族との連帯, 進歩的な政治組織や団体との共闘をもいとわなかった稀有な組織であった(94)｡

また, ｢スペイン語住民会議｣ と同様に, 女性が重要な地位をしめる組織でもあった(95)｡ ブラセ

ロ・プログラムは, ブラセロと国内農業労働者の犠牲の上にアグリビジネスを繁栄させるプログ

ラムであるとして反対した｡ また, ANMAは, ブラセロは債務奴隷であるペオンのように働き,

他方でメキシコ系アメリカ人は彼らと競争できず, 農場から追い出されていると現状を的確に捉

えていた｡ そして, ブラセロ・プログラムを廃止した上で, 国境を越えてメキシコとアメリカの

労働組合が参加し, ブラセロ・プログラムに代わる解決策を見出すべきであると提案している｡

さらに, ウエットバック作戦については, メキシコ人労働者の一方的な強制送還だとして,

ANMAは労働者の国際連帯の立場から反対した｡ また, ANMAは, FBI, 移民局からの脅迫

と妨害にもかかわらず, ウォルター・マッカラン法は反外国人, 反共産主義の移民法だとして反

対した｡ この時期にはほとんどの組合やコミュニティ指導者などが反アメリカ的活動者として

FBIなどの捜査を恐れて, 冷戦政策を批判することはできなかった｡ ANMAは朝鮮への軍事介

入を即時やめるよう政府に要求した数少ない組織であった｡ また, その反対の根拠の一つとした

のが, メキシコ系アメリカ人の若者が第二次大戦期と同様に, 朝鮮戦争の中でも不均衡に多くの

若者が犠牲となっていること, それにもかかわらず, 国内ではメキシコ系は人種的差別と強制送

還の危険性に晒されていることを指摘しながら, アメリカの対外政策のおける自由, 民主主義,

そして平等などの普遍的権利の主張と国内でのマイノリティの市民権における著しい不平等との

間の矛盾に批判を加えたのである(96)｡ 例えば, コロラド州でのメキシコ系の人口は全体の 10％

であるが, 朝鮮戦争でのメキシコ系の犠牲者は 28％, アリゾナ州ではメキシコ系人口は 20％で

あるが, 犠牲者は 44％, ニューメキシコ州ではその比率は 49対 56であった(97)｡ だが ANMA

はその後, 共産主義者の組織として ｢赤狩り｣ の標的となり, 組織の影響力は急速に衰退していっ

た(98)｡

7. ブラセロ・プログラムの終焉と ｢ハート・セラー法｣ の成立

7�1 ブラセロ・プログラム終焉への道

1964年のブラセロ・プログラムの終焉と 1965年ハート・セラー法の制定とは単なる偶然では

ない｡ 1950年台半ば以降, 農村での移動農業労働者の貧困, 市民権の侵害, 社会的権利の欠如

などが明らかにされたにもかかわらず, ブラセロの数は年間 30～40万人台へと増加する｡ その

後, 国民の市民権, 貧困問題への関心が高まるなか(99), このような国民的関心をさらに深めた

のが, CBSの 1956年 8月 10日放送された 『暴露された農業労働者』 (“Farm Labor Expose”)

であった｡ それは, 強制収容所のような環境で働くメキシコ人契約農業労働者の姿を暴露し
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た(100)｡ また, 1956年に出版されたエルネスト・ガラルサの 『農地でのよそ者』 (Stranger in the

Field) は農場での炎天下での過酷な労働, 降り注ぐ農薬のなかでの採取作業など, 市民の日常

的生活とは程遠い農業労働者の実態に衝撃を受けた多くの読者は, 南部のジムクロー制度を想起

し, ブラセロ・プログラムの廃止を求めるようになっていった｡ また, 黒人の公民権運動におい

て中心的役割を担った ｢全米有色人地位向上協会｣ (National Association for the Advance-

ment of the Colored People: NCCAP) もブラセロ・プログラムに反対したことも政治的には

大きな影響を与えた｡ とくに, 黒人の移動農業労働者の多いアーカンソー州ではメキシコ人が黒

人の仕事を奪うと強い憂慮を示した｡ さらに, ｢移動労働に関する大統領委員会｣ へ黒人の委員

が任命されなかったことも批判した(101)｡

7�2 ｢ハート・セラー法｣ の成立

1940�50年代, トルーマン, アイゼンハワー両大統領が拒否権を発動をしながらも達成できな

かったのが 1920年代移民法の根本的・包括的な改革であった｡ 1952年のマッカラン・ウォルター

法も出身国別移民割当制度を基本的に維持した｡ それを廃止したのは公民権運動による法制度改

革の一環として成立した 1965年のハート・セラー法であった｡ この移民法は, 年間の移民受け

入れ総数は東半球 17万人, 西半球 12万人, 各国ごとに一律 2万人としたが, 西半球では各国ご

との規定は課されなかった｡ 新しい移民法は, 移民受入れ基準の平等化と人種・民族差別的だと

批判された移民の出身国別割当制度を廃止し, 家族の再結合, それに技能・能力が高い移民が優

先されることになった｡

1965年ハート・セラー法の議会での制定過程をみよう｡ 1963年ニューヨーク選出のユダヤ系

エマニエル・セラー (Emanuel Celler) 民主党上院議員は連邦議会において, 移民の出身国別

割当制に強く反対した｡ 彼は, 移民政策はソ連との対決の重要な場であり, 今後もわれわれが

｢鉄の壁｣ を維持し存続することは耐えられない｡ つまり, 冷戦の戦略的必要性から移民の出身

国別割当制度は廃止すべきであると主張した｡ これに対して, ウォルター議員は下院司法委員会

議長として, 1963年に亡くなるまで移民政策に強い影響力を行使した｡ 彼は, 1950年代冷戦下

のリベラルな移民改革の流れを推し止め, 一部アドホックに修正や難民の入国は許可したが, 出

身国別割当制度の廃止には議論が進まないように画策した(102)｡ ウォルター議員は 1963年に死去

し, その後, 下院司法委員会議長に選出されたのはオハイオ州のマイケル・フェイガン (Mi-

chael Feighan) 民主党議員であった｡ 彼は保守的な反共主義者で移民法の改革に消極的であり,

議会においてセラー議員と激しい論争を展開した｡ 移民に関する上院の重要人物はジェイムス・

イーストランド (James Eastland) 民主党上院議員であり, 彼はウォルター・マッカラン法の

改正に反対であった｡ だが, 前に述べたように, 彼はブラセロ・プログラムには賛成であった｡
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後に, イーストランドは退き, 中西部の家族農場利害を代表するイリノイ州の共和党上院議員で

あるエヴェレット・ダークセン (Everett Dirksen) と南部のノース・カロライナ州のサム・アー

ビン (Sam Ervin) が移民法の改革を阻止するのに重要な役割を担った(103)｡

1960年のケネディ大統領の当選はマッカラン・ウォルター法の改革の気運を高めた｡ 1963

年, ケネディは議会へ移民法改革を提案した｡ その内容は移民の出身国による差別の廃止, ｢ア

ジア太平洋三角地帯｣ からの移民・帰化禁止の即時廃止, それに西半球からの移民へ量的制限を

課さない措置を維持することであった｡ だが, ケネディは移民法の段階的な改革を望み, 直ちに

出身国別移民割当制の廃止を望まなかったといわれる(104)｡

1963年 11月のケネディ大統領の暗殺により大統領となったリンドン・ジョンソン (Lyndon

Johnson) は, 上院議員時代には移民問題にあまり興味を示してこなかったと言われていた｡ 彼

は, 1952年のマッカラン・ウォルター法におけるトルーマン大統領の拒否権行使を覆す投票に

は賛成票を投じていた｡ だが, ジョンソンは上院議員としての国内政策に関わる政治活動は全般

的にリベラルであった(105)｡ そして, 1964年 1月の年頭教書演説において, ジョンソン大統領は

出身国別移民割当法とアジア圏からの移民禁止を廃止するという移民改革を支持することを表明

した｡ 1964年の選挙で共和党の保守派議員が多く落選し, 両院において民主党が躍進した｡ そ

の結果, 移民改革に熱心な議員が増え, 南部の保守的勢力の力が落ちた｡ 大統領の議会での教書

演説の直後, セラー下院議員とミシガン州のフィリップ・ハート (Philip Hart) 上院議員は移

民法案 (ハート・セラー法) を提出した｡ 大統領の広報官は, 提出された法案はアメリカの外交

政策を助けるとして, またディーン・ラスク (Dean Rusk) 国務長官はより柔軟で賢明な外交戦

略を選択しやすくするであろうと支持を述べた｡ さらに, 司法長官ロバート・ケネディ (Robert

Kennedy) もアメリカにいる人々は誰でも自己の体験から現行の移民法は間違っていると知っ

ているはずだと述べ, 特定の地域・国からの移民を優遇する出身国別移民割当法を批判した(106)｡

1950年代の組織労働は移民改革を全般的に支持し, 移民制限論者はヨーロッパからの移民制

限を主張する一方, メキシコからのブラセロや不法移民の流入を大目に見ているとその矛盾を批

判した｡ だが, その批判は組織労働を含むリベラル陣営自らが西半球からの移民を例外とする移

民政策を支持してきた事実を隠していると保守陣営からの批判を受けることとなる｡ ナイも述べ

るように, ｢リベラルの西半球政策は混乱していた｣ といえる(107)｡ 事実, 1950年代後半から 60

年代中頃まで, ケネディ, セラー, ハートなどのリベラル政治家もブラセロ・プログラムを廃止

し, 西半球からの移民に対し, 割当制限の導入を真剣に提案しなかった｡ 結局, 西半球からの移

民の国別割当枠を設定すべきかを議論する特別委員会ができたのはブラセロ・プログラムが廃止

され, ハート・セラー法が制定された直後であった｡ それが, ｢西半球移民に関する特別委員会｣

(U.S. Select Commission on Western Hemisphere Immigration) である｡

ブラセロ・プログラム再考 55



お わ り に

冷戦体制下の 50年代半ばから 60年代半ばにおける全国民的な市民権運動の高まりは, 連邦政

府の人種統合政策と相まって, 国民的な一体感を強め, 公民権法, 投票権法, さらに移民法を相

次いで成立させた｡ そして 1964年には 22年間の長きに亘ったブラセロ・プログラムはその歴史

的使命を終えた｡

冷戦下の諸改革を要求する国民の社会運動は, 市民権や貧困, そして移民問題を全国民的な政

治問題とさせた(108)｡ とくに, 黒人を中心とする公民権運動と黒人解放運動の中, ジョンソン政

権はベトナムへの軍事的介入を本格化する｡ と同時に, 国内では ｢偉大な社会｣ 構想, ｢貧困と

の戦い｣ を実行し, 国内での人種的マイノリティの市民権の改革を軸に, 国内的に人種的な統合

を実行しようとした｡

事実, 1950年代半ば以降, アメリカの人種的マイノリティとして, 連邦政府にアメリカ市民

として平等な権利と保護を求める黒人の公民権運動は, メキシコ系住民やそのコミュニティに大

きな刺激を与えた｡ だがその影響は, 黒人と異なり, メキシコ系住民のなかには, 市民権保持者

ばかりでなく, 多くの永住権保持者, 合法・非合法のメキシコ国籍保持者なども含まれていたた

め, そこには国内の市民権の問題ばかりでなく, 国籍や非合法外国人問題など国内の市民権の改

革だけでは解決できない冷戦リベラリズム下の国際的問題, 国民国家の市民権それ自体を問題と

する普遍的な人権問題などが含まれていた｡ また, このような非合法移民をめぐるメキシコ住民

のコミュニティの活動と体験は新たなエスニック・アイデンティティ構築の契機となったばかり

でなく, 人種的マイノリティ・抑圧された民族集団としての自覚を深め, その後のチカノ運動を

準備したとも言える｡ さらに, メキシコ系住民とコミュニティは国内での市民権改革と合法・非

合法移民の権利とをいかに架橋するかというより困難な課題に取り組まねばならなかった｡ メキ
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